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第１号様式（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 軽自動車税システム 

行政機関等の名称 焼津市長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

財政部課税課 

個人情報ファイルの利用目的 

・軽自動車税の賦課徴収に利用する。 

・軽自動車税継続検査用納税証明等公証する書

類の発行事務に利用する。 

記録項目 

１所有者情報（住所、氏名、生年月日、性別、宛

名番号、世帯番号）、２使用者情報（住所、氏名、

生年月日、性別、宛名番号、世帯番号）、３納税

義務者情報（住所・氏名、生年月日、性別、宛名

番号、世帯番号）、４車両情報（車種、標識番号、

初度検査年月、グリーン化特例区分、車名、車台

番号、型式認定番号、型式、原動機型式、年式、

総排気量又は定格出力、定置場所、動力区分、取

得年月日、取得事由、廃車年月日、廃車事由）、

５課税情報（税額、納付状況、課税の有無、減免

の有無） 

記録範囲 

原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、二輪

の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車、

軽自動車（三輪・四輪）の所有者 

記録情報の収集方法 所有者からの申告、静岡地方税滞納整理機構 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 軽自動車検査協会 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称）焼津市財政部課税課 

（所在地）〒425-8502 焼津市本町二丁目16番32

号 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

法第60条第２項第１

号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第２項第２

号 

（マニュアル処理ファ
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政令第21条第７項に該

当するファイル □有 

無 

イル） 

行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概

要 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

― 

備   考 
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第１号様式（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 固定資産課税・都市計画税システム 

行政機関等の名称 焼津市長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

財政部課税課 

個人情報ファイルの利用目的 

固定資産税（土地・家屋・償却資産）及び都市計 

画税（土地・家屋）の賦課徴収に利用する。 

また、地方税法その他の法令の定めるところによ 

り、国民健康保険税、不動産取得税その他の課税 

額、固定資産評価額等が基準となる額の算定に利

用するほか、老朽空家対策業務、地籍調査事業等

の対象となる土地の所有者の把握及び農業委員

会台帳、水田台帳等との照合及び焼津市が借地す

る土地の借地料算定に利用する。 

評価・公課証明等公証する書類の発行事務に利用 

する。 

地方税法、国税徴収法、国税通則法及び生活保護

法等に規定される調査業務への提供資料として

利用する。 

記録項目 

1住所、2氏名、3所在、4地番、5登記地目、6課税

地目、7登記地積、8課税地積、9家屋番号、10家

屋種類、11構造、12床面積、13償却資産種類・数

量、14土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価

格・償却資産価格、15課税標準額等 

記録範囲 納税義務者 

記録情報の収集方法 本人、法務局、農業委員会、市民課 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 

農業委員会、静岡県藤枝財務事務所、税務署、市

民課、土木管理課、建築住宅課、農政課、借地料

算定課 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称）焼津市財政部課税課 

（所在地）〒425-8502 焼津市本町２丁目16番32号 



4 
 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１

号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第２項第２

号 

（マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第７項に該

当するファイル  

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概

要 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

― 

備   考 
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第１号様式（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 市県民税システム 

行政機関等の名称 焼津市長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

財政部課税課 

個人情報ファイルの利用目的 

個人住民税の賦課徴収に利用する。 

法令の定めるところにより行政の事務を進める

ため、国民健康保険税、保育料その他の課税額、

所得額等が基準となる額の算定に利用する。 

課税証明等公証する書類の発行事務に利用する。 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４生年月日、５事業所

名、６世帯、７続柄、８年税額（算出のための収

入等）、９課税資料 

記録範囲 課税資料がある者 

記録情報の収集方法 
本人、住民基本台帳システム、申告その他の課税

資料 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 市民課 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称）焼津市財政部課税課 

（所在地）〒425-8502 焼津市本町二丁目16番32

号 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

法第60条第２項第１

号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第２項第２

号 

（マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第７項に該

当するファイル □有 

無 

行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

非該当 
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行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概

要 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

― 

備   考 
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第１号様式（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 定額減税補足給付金調整給付システム 

行政機関等の名称 焼津市長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

焼津市財政部課税課 

個人情報ファイルの利用目的 
定額減税補足給付金調整給付の支給に係る事務

に利用する。 

記録項目 
１氏名、２住所、３性別、４生年月日、５世帯、

６続柄、７年税額、８口座情報、９調整給付額 

記録範囲 定額減税補足給付金調整給付の支給対象者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、市県民税システム 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称）焼津市財政部課税課 

（所在地）〒425-8502 焼津市本町二丁目16番32

号 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１

号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第２項第２

号 

（マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第７項に該

当するファイル  

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 
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行政機関等匿名加工情報の概

要 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

－ 

備   考  
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第１号様式（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 盗難・紛失廃車一覧表 

行政機関等の名称 焼津市長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

財政部課税課 

個人情報ファイルの利用目的 ・軽自動車税の賦課徴収に利用する。 

記録項目 

１所有者情報（住所、氏名、宛名番号）、２使用

者情報（住所、氏名、宛名番号）、３車両情報（車

種、標識番号、取得年月日、廃車年月日、廃車事

由、車名、総排気量又は定格出力） 

記録範囲 原動機付自転車、小型特殊自動車の所有者 

記録情報の収集方法 所有者からの申告 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称）焼津市財政部課税課 

（所在地）〒425-8502 焼津市本町二丁目16番32

号 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

法第60条第２項第１

号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第２項第２

号 

（マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第７項に該

当するファイル □有 

無 

行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 
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行政機関等匿名加工情報の概

要 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

― 

備   考 
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第１号様式（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 二輪の軽自動車突合リスト 

行政機関等の名称 焼津市長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

財政部課税課 

個人情報ファイルの利用目的 ・軽自動車税の賦課徴収に利用する。 

記録項目 

１所有者情報（住所、氏名）、２使用者情報（住

所、氏名）、３車両情報（車名、車両番号、車台

番号、形式、総排気量又は定格出力、定置場所、

登録・交付年月日、初年度登録年月） 

記録範囲 二輪の軽自動車の所有者 

記録情報の収集方法 静岡地方税滞納整理機構 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称）焼津市財政部課税課 

（所在地）〒425-8502 焼津市本町二丁目16番32

号 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

法第60条第２項第１

号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第２項第２

号 

（マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第７項に該

当するファイル □有 

無 

行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 
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行政機関等匿名加工情報の概

要 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

― 

備   考 
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第１号様式（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 家屋評価システム 

行政機関等の名称 焼津市長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

財政部課税課 

個人情報ファイルの利用目的 家屋評価額の算出に利用する。 

記録項目 

1所有者氏名、2所有者住所、3家屋所在地、4種類、

5構造、6床面積、7平面図、8評価額計算、9軽減

特例等 

記録範囲 家屋所有者 

記録情報の収集方法 本人、法務局、県、建築指導課 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 県 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称）焼津市財政部課税課 

（所在地）〒425-8502 焼津市本町２丁目16番32

号 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１

号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第２項第２

号 

（マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第７項に該

当するファイル  

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 
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行政機関等匿名加工情報の概

要 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

― 

備   考 
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第１号様式（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 差押（解除）ファイル 

行政機関等の名称 焼津市長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

財政部納税促進課 

個人情報ファイルの利用目的 
市税の納付状況・折衝状況等を把握・記録し、収

納管理及び滞納処分等を行うために利用する。 

記録項目 

１差押調書（氏名、住所、滞納明細、差押財産状

況、第三債務者名・所在地等）、２市税賦課状況、

３家族状況（氏名、生年月日、住所、性別）、４折

衝状況等 

記録範囲 昭和61年度以降に滞納処分（差押等）された者 

記録情報の収集方法 

税務システム（課税課及び国保年金課の賦課・収

納状況）、住民基本台帳システム、官公署への公

用請求、金融機関等への財産調査、本人との折衝

等 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
なし 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称）焼津市財政部納税促進課 

（所在地）〒425-8502 

焼津市本町二丁目16番32号 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
 － 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１

号 

（電算処理ファイル） 

☑法第60条第２項第２

号 

（マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第７項に該

当するファイル  

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 実施なし 
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案を受ける組織の名称及び所

在地 

行政機関等匿名加工情報の概

要 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

含まない 

備   考 
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第１号様式（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 差押整理簿 

行政機関等の名称 焼津市長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

財政部納税促進課 

個人情報ファイルの利用目的 
市税の納付状況･滞納処分状況等を把握・記録し、

収納管理及び滞納処分等を行うために利用する 

記録項目 
１氏名、２差押日、３差押財産、４差押金額、５

第三債務者名、６差押解除日 

記録範囲 昭和61年度以降に滞納処分（差押等）された者 

記録情報の収集方法 

税務システム（課税課及び国保年金課の賦課・収

納情報）、住民基本台帳システム、金融機関等へ

の財産調査等 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
なし 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称）焼津市財政部納税促進課 

（所在地）焼津市本町二丁目16番32号 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
 － 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１

号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第２項第２

号 

（マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第７項に該

当するファイル  

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概 実施なし 



18 
 

要 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

含まない 

備   考 
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第１号様式（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 市税収納管理ファイル（税務システム） 

行政機関等の名称 焼津市長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

財政部納税促進課 

個人情報ファイルの利用目的 
市税の納付状況･折衝状況等を把握・記録し、収

納管理及び滞納処分等を行うために利用する。 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４生年月日、５各市税

の税額、６各市税の収納額、７口座振替登録口座、

８督促状発送記録、９催告状発送記録、10各市税

還付記録、11送付先 

記録範囲 平成４年度以降に各市税の賦課がされた者 

記録情報の収集方法 

税務システム（課税課及び国保年金課の賦課情

報、収納情報）、宛名管理システム、口座振替依

頼書 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
なし 

記録情報の経常的提供先 税務署、軽自動車検査協会、市民課 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称）焼津市財政部納税促進課 

（所在地）425-8502 

焼津市本町二丁目16番32号 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
 － 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１

号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第２項第２

号 

（マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第７項に該

当するファイル  

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所
実施なし 
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在地 

行政機関等匿名加工情報の概

要 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

含まない 

備   考 
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第１号様式（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 市税滞納整理ファイル（税務システム） 

行政機関等の名称 焼津市長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

財政部納税促進課 

個人情報ファイルの利用目的 
市税の納付状況･折衝状況等を把握・記録し、収

納管理及び滞納処分等を行うために利用する。 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４生年月日、５家族情

報（氏名、生年月日、性別、住所、所得状況、市

税賦課・納付状況）、６市税賦課状況（税額、根拠

等）、納付状況（納付履歴、滞納明細等）、７折衝

状況、８滞納処分（差押）状況、９財産状況（預

貯金、生命保険加入状況等）等 

記録範囲 平成４年度以降に各市税の賦課がされた者 

記録情報の収集方法 

税務システム（課税課及び国保年金課の賦課・収

納情報）、住民基本台帳システム、官公署への公

用請求、金融機関等への財産調査、本人との折衝

等 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
なし 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称）焼津市財政部納税促進課 

（所在地）〒425-8502 

焼津市本町二丁目16番32号 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
 － 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１

号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第２項第２

号 

（マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第７項に該

当するファイル  

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

非該当 
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行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概

要 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

含まない 

備   考 
 

 


